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気象警報発令時の対応について（お知らせ） 

 

  このことにつきまして，教育委員会の指導により，本校では次のように対応します。 

  つきましては，児童安全確保の為，保護者の皆様のご理解とご協力をお願いします。 

なお，該当する警報の範囲は，「東広島」または「広島県全域」です。ＮＨＫニュ

ース等で確認して下さい。 

 

１ 登校以前の発令 

（１）午前６時の段階  東広島市に警報（特別警報，大雨警報，洪水警報，暴風警 

報の内，１つでも）が発令されている場合，児童は「自宅待機」 

とします。（学校からメール配信ができない場合があります。） 

 

 

（２）午前７時の段階 

           午前７時の段階で警報が解除     午前７時の段階で警報 

           （注意報になった場合も同様）   が継続している場合は 

           された場合は，登校させて下    休校とし，自宅で過ご 

さい。「通常登校」＊場合によ   します。 

りメールにて「繰り下げ登校」   「臨時休業」 

 

２ 登校開始後の発令 

   午前７時を過ぎた後に警報が発令された場合，地域によってはすでに登校を開始

している班があるため，「臨時休業」にはできません。十分注意して登校させてく

ださい。できれば保護者の引率をお願いします。通学バスも運行する予定です。学

校でも職員が分担して通学路の様子を見てまわります。メールは原則として発信し

ません。 

                            

３ 登校後（授業開始後）の発令 

○  午後３時の段階 

 児童登校後，午後３時の段階で警報が発令されている場合，児童は「学校待機」

とし，メールにて保護者等に「お迎え」をお願いします。この場合，通学バス利

用の児童も学校で待機します。「いきいき」は，開設します。 

                「学校待機，保護者等引き渡し」 

 ただし，通学路の安全が確保された場合や通学バスが運行できる場合は，この

限りではありません。その際は，メールで下校時刻を連絡し，学校は，危険箇所

を巡視します。         「下校・繰り下げ下校，学校による巡視」 

「学校待機及び保護者等引き渡しの流れ」 

  登校後，午後３時の段階で警報が発令されている場合（道路の安全が確保された場

合を除く），児童の安全確保の為，次のような流れで児童の下校を行います。 

 

 １ 午後３時前後 

   学校から保護者等に，児童を引き渡すため迎えをお願いしたい旨のメールを配信

します。お迎えまでの間，児童は指定の教室で待機します。 

＊メール配信後，できるだけ早く（５時頃までに）お迎えをお願いします。 

 

 ２ 午後５時 

   保護者等（あらかじめ「緊急時引渡しカード」にお名前がある方）は学校に児 

  童を引き取りに来てください。 

（１）車は，バス旋回場および職員駐車場（バス旋回場となり）に駐車してください。

混乱を避けるため，生涯学習センター側の来校者駐車場には駐車しないでくだ

さい。 

（２）児童玄関にて受付をしてください。 

（児童玄関から入校→各教室で引渡し→児童玄関から退校） 

（３）具体的な児童の引渡しの流れは次のとおりです。 

【 児 童 の 引 渡 し 方 法 】 

緊急時引渡しカードに名前が記載されている方 記載されていない方 

各教室へ入ってください。 

①  担任または教室の担当者に「引き取り児

童の名前」と「引き取り者の名前」を告げ

てください。 

 

②  児童の引渡しをします。 

※ 兄弟姉妹がいれば，①～③の手順を

繰り返してください。 

 

③  児童玄関から退校してください。 

※ 駐車場所での事故には十分ご注意く

ださい。 

（駐車場所の対応はできません。） 

   

 

 

 

①  まず，職員室に入ってくださ

い。 

 

②  職員に「引き取り児童の名

前」と「引き取り者の名前」及

び「児童との関係」を告げてく

ださい。 

 

③  職員は，緊急時引渡しカード

に名前が記載されている保護

者等に「引き渡して良いかどう

か」確認の電話を入れます。 

 

④ 確認がとれたら，職員が「確認

済み」の札を渡します。 

＊その札を持って各教室へ入

ってください。 

＊確認がとれるまでお待ちい

ただきます。 



 


